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要 旨：地域保健法の施行による地域保健施策の変化によって、乳幼児健康診査

の実施主体が都道府県から市町村におろされ、１歳６ヶ月健診とあわせて３歳児

健診が市町村の事業として位置づけられた。そこで、乳幼児健診およびフォロー

アップをされる児の検討はどのように行われているのか、また多くの要フォロー

児の経過観察が行われる親子教室をとりあげ、その現状と課題について検討を行

った。その結果、地域保健法施行後、地域における障害児や要フォロー児に対す

る新たな対応が試みられ、経過観察をするための親子教室が多くの自治体で実施

されてきていることが明らかになった。しかし、フォロー児の増加により、必要

な数にみあう経過観察をする場を設定できない地域があることや母子保健と福祉

との連携やその整備が求められていることが示された。また、健診後のフォロー

アップ体制がとられていない地域があり、これらの地域におけるフォローアップ

体制の構築への支援の必要性が考えられた。さらに要フォロー児をどのようにし

て経過観察し、療育の場へつなげる児を適切に判断するか、親子教室に参加しな

い児に対してどのように対応していくかについては、今後さらなる検討が必要で

あると考えられた。  
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Ⅰ．はじめに  
 

平成６年の地域保健法の施行による地域保

健施策の変化によって、乳幼児健康診査（以後

乳幼児健診とする）の実施主体が都道府県から

市町村におろされ、１歳６ヶ月健診とあわせて

３歳児健診が市町村の事業として位置づけら

れることになった。これによって健診が一貫性

を持って実施できるようになり、両健診を連動

させて、実施・評価することができるようにな

ってきた。その結果、治療の必要な病気の発見

はもちろんのこと、身体的な障害のリスクの高

い子ども、重度ないし中度の精神発達遅滞の可

能性のある子どもは、健診でほぼ確実に把握さ

れ、療育につながるようになってきている（中

川，1998）。 
このような障害のある子どものほかに、乳幼

児健診の事後指導として継続支援を必要とす

る児や健診では問題がみられなくても健診の

後に発達の遅れが認められていく児がいるこ

とが報告されている。 
小泉・薄田・田先・青山・今成・遠山・高波

(1987)は、１歳 6 ヶ月健診において経過観察と

なった児のなかで「境界型」と判断された児に

ついて、その約４割が 3 歳児健診時に精神発達

障害へ移行していることを報告している。平

野・岡村・赤坂・田丸(1999)は、１歳６ヶ月健

診の発達指標と３歳児健診の結果との関連性

について検討し、３歳児健診時に要追跡観察と

なった児は、1 歳半健診でも要追跡観察であっ

た児と3歳にかけて発達の遅れが顕在化してく

る児の群に分けられることを示した。 
また、乳幼児期の生育環境は、核家族化、家

族の少人数化、情報環境の変化、女性の社会進

出などにより、大きく変容してきている。この

ような背景から、母親に育児不安をもたらした

り（中澤・太田・植松・長谷川・巷野・盛，1996）、
育児不安や育児をめぐる様々な問題と密接な

関係があるといわれる乳幼児虐待の増加（本間，

2000）、児にも「友達と遊べない」「母親から離

れられない」「ルールを守れない」といった精

神的、情緒的な問題を生ずることが多々認めら

れるようになった（青木・鈴木，1994）。 
健診の移管に伴って、市町村において新たに
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このような乳幼児健診後のフォローアップを

必要とする児を受け入れる体制についても求

められてきており、家庭訪問、親子教室、個別

や集団での療育相談が行われている（近藤・白

石・張・藤野・松原，2001a）。 
そこで、本稿では、地域支援システムのなか

で、乳幼児健診およびフォローアップをされる

児（以後、要フォロー児）の検討はどのように

行われているのか、乳幼児健康診断診査後のフ

ォローアップ体制として、多くの要フォロー児

の経過観察が行われる親子教室をとりあげ、ど

のようにフォローアップがおこなわれている

のか、その現状と課題について検討を行うこと

とする。 
 

Ⅱ．健診の受診と要フォロー児の検討 
 
地域保健法施行以降の乳幼児健診について

以下の報告がなされている。近藤ら(2001a)は、

125 自治体に対し、人口規模別に６群に分け、

乳幼児健診の実施形態を検討している。3－6
ヶ月児対象の健診、１歳６ヶ月健診、３歳児健

診がほとんどの自治体で行われており、健診の

受診率も近藤・白石・張・藤野・松原(1991)に
おける調査よりもいずれの健診においても受

診率が向上していることを報告している。 
また、近藤ら(2001a)は、地域保健法の施行

による地域保健施策の変化によって各自治体

の乳幼児健診に変化があったかどうか、変化が

あった場合、何が変わったのかについても調査

を行っている。その結果、大都市では変化が少

なく、人口 30 万未満の市で健診の実施方法、

実施主体に大きく変化があったとしている。そ

の内容としては、「実施する健診の種類が増え

た」「新たに乳児教室などを実施した」「健診

の回数を増やし、１回あたりの対象児数を減ら

した」「新たに保健センターを建設した」であ

った。このことから、地域保健法が施行された

ことによって、市町村において新たに実施され

る乳幼児健診への対策がとられていることが

伺える。しかし、一方で 30 万以上の都市にお

いて、医療機関委託健診になっている自治体が

あることについて、健診の受診率の低下の可能

性があるのではないかという危惧や医療機関

委託健診を行うことによって、障害をもってい

る児や要フォロー児の発見と療育につなげる

機能が十分果たされているかどうかについて

検証の必要性があることを述べている。 
要フォロー児のスクリーニングに関して、1

歳６ヶ月健診の問診票や発達検査の指標に関

する検討がなされてきている。単に発語の遅れ

のみではなく、１歳６ヶ月健診における発達指

標とその後の発達との関連から、言語領域の問

われて答える指差し（応答の指差し）の有無が、

3 歳での言語発達にかかわっていることが示さ

れ（田中，1986；伊藤，1991；田丸、1996）、
他者からの指示理解、身体部位の指示理解の困

難さがある（本郷・八木，1997；小島・腰川・

高橋・菅野・村田・秋山・山崎・山田・布袋・

山崎・田中・高田・藤田・田村，2002）ことが

報告されている。さらに、言語領域と共に運動

領域での遅れとの関連（高田・竹下，1983；平

野ら，1989；本郷ら，1997；長野県精神保健

センター，1996）、微細運動の遅れとの関連(平
野ら、1989；長野県精神保健センター，1996)
社会性、対人関係との関連（平野ら、1989；長

野県精神保健センター，1996）生活領域との関

連（小島ら，2002）や奇妙な発声や困った行動

がある（本郷ら，1997）などがあげられている。

これらの領域での困難さは、単独で観察される

のではなく、各領域全般的に未通過な項目が認

められていることも報告されている（平野ら，

1998；本郷ら，1997；小島ら，2002）。 
では、要フォロー児は、健診受診者のうちど

のくらい把握されているのであろうか。近藤ら

(2001a)は、1 歳６ヶ月健診後のフォロー率（発

達の遅れや障害の疑いでフォローしている児

の比率）を平均 13.5%と報告した。人口群別の

平均フォロー率に大きな差はないが、自治体に

よっては 0％から 46.7％まで顕著な差が観察さ

れている。フォロー率が高い自治体は、発達の

遅れや障害の疑いだけでなく、発育や育児・生

活上のフォローを必要とするケースも含んだ

数字であると考えられている。また、要フォロ

ー児が健診のどの時期に把握されたかについ

て、阿部・水口(1996)は、石狩支庁における障

害児とグレーゾーンの子ども（障害児と判断さ

れていないが、正常とも判断できない障害を疑

われる子ども）を発見した乳幼児健診の種類を

検討している。その結果、1 歳６ヶ月健診が

49.8％、乳児健診が18.4％、3歳児健診が17.1％、

その他が 7.3%となっていた。これからも 1 歳

６ヶ月時における要フォロー児の把握が、大き

な役割を担っており、１歳６ヶ月健診後におけ

る要フォロー児の経過観察の場を設けること

が必要であると言えよう。 
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Ⅲ．地域支援システムにおけるフォローアップ

体制 
 
健診で要フォロー児と判断された場合、地域

支援システムが完備していなければ、児に対し

てフォローアップができないだけでなく、要フ

ォロー児となったことで親の不安を高めてし

まうことが考えられる。そこで、どのようにこ

れらの児をフォローアップしていくかを考え

ていくことが必要となる。 
１歳６ヶ月健診後のフォローアップ方法と

しては、家庭訪問、個別相談、親子教室であり

（近藤ら，2001a）、中でも多くの要フォロー児

の経過観察が行われる親子教室が設置されて

いる自治体は、約６割から７割前後である（近

藤ら，2001a；鈴木・青木・久保田・鈴木，1996；
山根・山本・加藤・金野，2001)ことが報告さ

れ、多くの自治体で、地域支援システムのなか

のフォローアップ体制がとられてきているこ

とを示していると言えよう。 
具体的なフォローアップの方法として、長野

県精神保健福祉センター(1996)が、健診の判定

方法と地域支援システムについて詳細に報告

を行っている。長野県精神保健福祉センターで

は、「乳幼児発達健診マニュアル及び療育モデ

ル事業」を通じて、一次健診の現場において確

実にスクリーニングできる精神発達検査項目

を精選し、その精神発達検査における境界児、

要フォロー児をどのように療育システムにつ

なげるかについて検討している。 
１歳６ヶ月健診をとりあげると、全項目通過

した児は、異常なしとされ、月齢に応じた保健

指導がおこなわれる。境界児は、重要項目（愛

着行動、一人歩き）以外の２項目以下の不通過

であった児であり、次回の健診で不通過項目の

変化を確認する。これらの児のうち、情緒不安、

親の強い育児不安、親が育児に無関心、環境因

性の問題のある場合は、家庭訪問や電話で子ど

もの様子を聞く、必要があれば育児指導、自由

遊び型の「遊びの教室」へ誘うこととなってい

る。 
要フォロー児は、３項目以上の不通過もしく

は重要項目（愛着行動、一人歩き）のうち１項

目でも不通過であった児である。この場合は、

①自由遊び型の「遊びの教室」に参加し、集団

の中で子どもの様子を観察する児と②療育型

の「遊びの教室」に参加し、小集団療育、個別

療育を受ける児、③療育相談等、二次健診の受

診する児といったように、児にあわせた地域支

援システムの資源を利用することになってい

る。さらに、脳性麻痺、整形外科、眼科・耳鼻

科等の疾患が疑われる児も要フォロー児とな

り、直ちに医療機関に紹介されている。 
親子教室も様々な形態がとられている。田

中・中村(2003)は、自由遊び型の遊びの教室の

なかに健常児と一緒に要フォロー児が参加し、

その中で要フォロー児の経過観察や母子への

支援をおこなっている。長野県精神保健福祉セ

ンター(1996)の療育型の遊びの教室では、呼名

挙手、手遊び、リズム体操、リトミック（音楽

にあわせて体を動かす）、サーキット（平均台、

トンネル、ギザギザに歩くなど）、楽器遊びが

集団で行われている。それとともに、個別での

時間がとられており、子どもの発達水準にあっ

た言語や認知の課題が行っていることを報告

している。しかし、乳幼児健診から親子教室へ

つながった場合、親子教室でどのように子ども

の発達や親の養育態度の評価をし、療育の必要

な児について、親子教室から療育機関へつなげ

る判断はどのように行うのかについては、各自

治体のなかで判断をゆだねられていることが

現状である。また、フォローアップが必要であ

ると判断された児のなかで、参加しない児や途

中で休んでしまうケースがある。このようなケ

ースの場合、療育の必要のある児であっても療

育機関や個別での相談につながらないことが

報告されている（山田・山崎・布袋・藤田・秋

山･村田，2000）。親子教室をどのように行い、

どのように児を評価するのか、また教室につな

がらないケースについてはどのように経過観

察を行っていくかについては、詳細な報告がな

されておらず、今後、さらなる検討が必要であ

ろう。 
以上のようなフォローアップ体制は自治体

の人口規模や地域によって異なっており、フォ

ローアップ体制を含んだ地域支援システムと

大きくかかわっていることが報告されている。 
大規模都市では、乳幼児健診、保育園・幼稚

園、育児サークル、総合療育センター、医療機

関、児童相談所、障害福祉センターなどを連携

させた地域支援システムづくりが進められて

いる（本田，1999；坂口・畠中，2001 など）。

地域支援システムのなかに親子教室が位置づ

けられ、親子教室から療育の場への紹介や関係

機関とのネットワークの基礎が整うなど、連携

がすすみ療育を必要とする児や要フォロー児

の把握がすすんでいることが伺えよう。しかし、

人口規模の多いことから必要な数に見合う親
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子教室の充実が困難であり、「ようすをみまし

ょう」か「児童福祉センターに紹介」にならざ

るを得なくなってしまう、家族が時間をかけて

子どもの問題や障害を受容していくための援

助の機会が少なくなっている（近藤･白石･張･

藤野･松原，2001b）ことも報告されている。こ

のような地域療育システムを整え、必要な子ど

もの数に見合う受け皿を充実していくために

は、乳幼児健診を担う保健行政と福祉行政の連

携が必須である。そのためには、発達相談や健

診後の親子教室のような乳幼児健診の充実と

いう方向と通園施設の充実という２つの方向

が考えられ（近藤ら，2001a）、これらの連携を

どのようにおこなうのか、どちらがどのような

役割を果たすのかという検討を早急にすすめ

る必要があろう。 
小規模の市町村では、人口、出生率の低下に

より自治体内だけで療育機関の設置が困難で

あることから親子教室での対応を行っている

自治体が多い。鈴木ら(1996)は、政令指定都市

を除いた５万以上の都市では、その半数が市町

村もしくは市町村と保健所の協力で実施され

ていたが、5 万以下の市町村では保健所に依頼

しているところが多いことを報告している。ま

た、そのほとんどが月１から２回の開室であり、

経過観察が十分行われているかどうか、また、

療育へつなぐ判断をどこがどのように行い、誰

がコーディネートするのかという問題や親子

教室からの出口としての専門的施設をどうす

るのかという検討が必要となっている（近藤ら，

2001a）。しかし、その反面、通園施設を中核と

して広域圏における地域支援システムを形成

し、その中でフォローアップ体制を確立してい

るという報告（大石・木下，2001；大迫，2001）
や町単位で親子教室の中で、スクリーニング・

システムを構築しているという報告（小島ら，

2002）がなされており、人口が少ない地域での

フォローアップ体制を探る際の良いモデルに

なるであろう。 
以上のような方法で健診後のフォローアッ

プ体制がとられている地域がある反面、地域に

よっては発達支援、相談機能、医療・療育機関

との連携、保育・教育機関などの追跡支援が実

施されていない、あるいは実施困難な地域があ

ることも報告されている（鈴木ら，1996）。ま

た、近藤ら（2001a）は、健診における要フォ

ロー児のフォロー率が低い９自治体のうち、６

自治体に親子教室が実施されていないことを

報告し、親子教室のような要フォロー児の受け

皿のあるなしが、健診でのフォロー率とかかわ

っているのではないかと述べている。自治体と

しても、乳幼児健診システムの整備に伴い、要

フォロー児や親子教室への参加を希望する母

子が増えてきており、対象児数、開催日程、対

応する職員の確保の問題等によって親子教室

の継続が困難な状況であることを示している

（伊藤・工藤・坪井・飯浜，1995）。 
 

Ⅳ．フォローアップ体制における今後の課題 
 
以上のように、地域保健法の施行による地域

保健施策の変化によって、乳幼児健診における

要フォロー児のスクリーニングが検討され、多

くの自治体で親子教室が実施されてきている

現状が示された。これらの現状とともに、地域

支援システムにおけるフォローアップ体制の

中にあげられた今後の課題として以下のこと

があげられよう。 
①フォローアップ体制の問題 
大規模都市では、乳幼児健診後の親子教室か

ら療育の場への紹介や関係機関とのネットワ

ークの基礎が整うなど、連携がすすみ療育を必

要とする児や要フォロー児の把握がすすんで

いる。しかし、これら自治体の中には、要フォ

ロー児の増加により、必要な数にみあう経過観

察をする場を設定できなくなっているところ

も認められる。また、発達相談や健診後の親子

教室のような乳幼児健診の充実という方向と

通園施設の充実という２つの方向が考えられ、

これらの連携をどのようにおこなうのか、どち

らがどのような役割を果たすのかという検討

を早急にすすめる必要がある。 
小規模の市町村では、人口、出生率の低下に

より自治体内だけで療育機関の設置が困難で

あることから親子教室での対応を行っている

自治体はかなりあるが、そのほとんどが月１か

ら２回の開室であり、経過観察が十分行われて

いるかどうか、また、療育へつなぐ判断をどこ

がどのように行い、誰がコーディネートするの

かという問題や親子教室からの出口としての

専門的施設をどうするのかという検討が必要

となっている。また、地域によっては発達支援、

相談機能、医療・療育機関との連携、保育・教

育機関などの追跡支援が実施されていない、あ

るいは実施困難な地域があり、これらの地域に

おけるフォローアップ体制の構築への支援が

必要であろう。 
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②フォローアップの基準の問題 
乳幼児健診における要フォロー児の判断の

基準が検討されてきており（長野県精神保健セ

ンター，1996；坂口ら，2001 など）、各自治体

がおこなっている親子教室での経過観察に要

フォロー児がつながるようになってきている。

しかし、要フォロー児をどのようにして経過観

察し、療育の場へつなげる児を適切に判断する

かについての検討は十分行われておらず、今後、

親子教室の実践を通した検討が必要である。 
③親子教室に参加しないケースの問題 
親子教室が開催されていても、要フォロー児

とされた親子が参加しない、教室を途中から休

んでしまうケースがある。このようなケースの

場合、療育の必要のある児であっても療育機関

や個別での相談につながらないことが報告さ

れている。こうしたケースをどのように教室に

つなげていくか、どのように経過観察を続けて

いくかについての更なる検討が必要であろう。 
 

Ⅴ．まとめ 
 
地域支援システムのなかで、乳幼児健診が市

町村に移管され、実施する健診の種類が増える、

新たに乳児教室などを実施する、健診の回数を

増やし、１回あたりの対象児数を減らすなど、

地域での障害児や要フォロー児への新たな対

応が試みられてきている。自治体によって、フ

ォロー率には差があるが、フォロー率の高い自

治体は親子教室などのフォローアップシステ

ムの受け皿があることが示された。しかし、フ

ォロー児の増加により、必要な数にみあう経過

観察をする場を設定できない、健診後の親子教

室のような母子保健と通園施設といった福祉

との連携やどのような役割をどこが担うかに

ついての整備が求められている。また、健診後

のフォローアップ体制がとられていない地域

があり、これらの地域における地域支援システ

ムの構築への支援の必要性が考えられた。 
健診後のフォローアップ体制は、児の発達状

況や親の養育態度を継続的に観察し、児の課題

や問題点を捉える手段として有効であり、また、

このような場でのかかわりがから人間的なつ

ながりも生まれ、その後の療育の場へスムーズ

に移行することが報告されている（山田ら，

2000）。今後、要フォロー児をどのように経過

観察していったらいいのか、いつ療育が必要で

あるかを判断するのかといった更なる検討が

行われることが必要であろう。 
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